
豊見城市抽選型最低制限価格制度実施要領 新旧対照表 
 

改正後 改正前 
（最低制限価格の決定方法等） 
第４条 入札事務執行人は、開札後、直ちに３種類の最低制限

価格書及び６通りの最低制限価格（税抜）算出式について抽

選を行い、最低制限価格を決定するものとする。この場合に

おいて、当該抽選を行う者は、原則として当該対象入札の最

低価格入札者とし、入札事務執行人は、当該抽選を行った者

に対し、その者の氏名等を最低制限価格書に署名させるもの

とする。 
２ 最低制限価格（税抜き）の算定において、１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。ただ

し、算出した額が、予定価格（税抜き）と比較し、建設工事

で１００分の７０に満たない場合は１００分の７０、委託業

務で１００分の６０に満たない場合は１００分の６０、地質

調査業務で３分の２に満たない場合は３分の２とする。 
 

くじ番号 最低制限価格（税抜）の算出式 
１ 最低制限基準価格 ×  １．００５ 
２ 最低制限基準価格 ×  １．００４ 
３ 最低制限基準価格 ×  １．００３ 
４ 最低制限基準価格 ×  １．００２ 
５ 最低制限基準価格 ×  １．００１ 
６ 最低制限基準価格 ×  １．０００ 

 
 
付則（令和 7 年 5 月 12 日豊都都内第 71 号） 
この要領は令和 7 年 6 月 2 日から施行する。 
 

（最低制限価格の決定方法等） 
第４条 入札事務執行人は、開札後、直ちに３種類の最低制限

価格書及び１１通りの最低制限価格（税抜）算出式について

抽選を行い、最低制限価格を決定するものとする。この場合

において、当該抽選を行う者は、原則として当該対象入札の

最低価格入札者とし、入札事務執行人は、当該抽選を行った

者に対し、その者の氏名等を最低制限価格書に署名させるも

のとする。 
２ 最低制限価格（税抜き）の算定において、１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。ただ

し、算出した額が、予定価格（税抜き）と比較し、建設工事

で１００分の７０に満たない場合は１００分の７０、委託業

務で１００分の６０に満たない場合は１００分の６０、地質

調査業務で３分の２に満たない場合は３分の２とする。 
 

くじ番号 最低制限価格（税抜）の算出式 
１ 最低制限基準価格 ×  １．００５ 
２ 最低制限基準価格 ×  １．００４ 
３ 最低制限基準価格 ×  １．００３ 
４ 最低制限基準価格 ×  １．００２ 
５ 最低制限基準価格 ×  １．００１ 
６ 最低制限基準価格 ×  １．０００ 
７ 最低制限基準価格 ×  ０．９９９ 
８ 最低制限基準価格 ×  ０．９９８ 
９ 最低制限基準価格 ×  ０．９９７ 
１０ 最低制限基準価格 ×  ０．９９６ 
１１ 最低制限基準価格 ×  ０．９９５ 

 

 
 


